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第⼀章 総則

（⽬的）
第⼀条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定
め、並びに国及び地⽅公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定
その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を
定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進
し、もって障害の有無にかかわらず全ての国⺠が等しく読書を通じて⽂字・活字
⽂化（⽂字・活字⽂化振興法（平成⼗七年法律第九⼗⼀号）第⼆条に規定する⽂
字・活字⽂化をいう。）の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与するこ
とを⽬的とする。

（定義）
第⼆条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不⾃
由その他の障害により、書籍（雑誌、新聞その他の刊⾏物を含む。以下同じ。）
について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。

２ この法律において「視覚障害者等が利⽤しやすい書籍」とは、点字図書、拡⼤
図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をい
う。

３ この法律において「視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書籍等」とは、電⼦書籍
その他の書籍に相当する⽂字、⾳声、点字等の電磁的記録（電⼦的⽅式、磁気的
⽅式その他⼈の知覚によっては認識することができない⽅式で作られる記録をい
う。第⼗⼀条第⼆項及び第⼗⼆条第⼆項において同じ。）であって、電⼦計算機
等を利⽤して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをい
う。

（基本理念）
第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として⾏わ
れなければならない。
⼀ 視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性
の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野におけ
る先端的な技術等を活⽤して視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書籍等の普及が
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図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が
利⽤しやすい書籍が提供されること。

⼆ 視覚障害者等が利⽤しやすい書籍及び視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書籍
等（以下「視覚障害者等が利⽤しやすい書籍等」という。）の量的拡充及び質
の向上が図られること。

三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。

（国の責務）
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進
に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地⽅公共団体の責務）
第五条 地⽅公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、
その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を
策定し、及び実施する責務を有する。

（財政上の措置等）
第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するた
め必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

第⼆章 基本計画等

（基本計画）
第七条 ⽂部科学⼤⾂及び厚⽣労働⼤⾂は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の
整備の推進に関する基本的な計画（以下この章において「基本計画」という。）
を定めなければならない。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
⼀ 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な⽅針
⼆ 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ず
べき施策

三 前⼆号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する
施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３ ⽂部科学⼤⾂及び厚⽣労働⼤⾂は、基本計画を策定しようとするときは、あら
かじめ、経済産業⼤⾂、総務⼤⾂その他の関係⾏政機関の⻑に協議しなければな
らない。

４ ⽂部科学⼤⾂及び厚⽣労働⼤⾂は、基本計画を策定しようとするときは、あら
かじめ、視覚障害者等その他の関係者の意⾒を反映させるために必要な措置を講
ずるものとする。

５ ⽂部科学⼤⾂及び厚⽣労働⼤⾂は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、こ
れをインターネットの利⽤その他適切な⽅法により公表しなければならない。

６ 前三項の規定は、基本計画の変更について準⽤する。

（地⽅公共団体の計画）
第⼋条 地⽅公共団体は、基本計画を勘案して、当該地⽅公共団体における視覚障
害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地⽅公共団体における視覚障害



者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。
２ 地⽅公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害
者等その他の関係者の意⾒を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるも
のとする。

３ 地⽅公共団体は、第⼀項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよ
う努めなければならない。

４ 前⼆項の規定は、第⼀項の計画の変更について準⽤する。

第三章 基本的施策

（視覚障害者等による図書館の利⽤に係る体制の整備等）
第九条 国及び地⽅公共団体は、公⽴図書館、⼤学及び⾼等専⾨学校の附属図書館
並びに学校図書館（以下「公⽴図書館等」という。）並びに国⽴国会図書館につ
いて、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が
利⽤しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利⽤しやすい書籍等の円滑な利⽤の
ための⽀援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利⽤に係る体制
の整備が⾏われるよう、必要な施策を講ずるものとする。

２ 国及び地⽅公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利⽤しやすい書
籍等の充実、公⽴図書館等に対する視覚障害者等が利⽤しやすい書籍等の利⽤に
関する情報提供その他の視覚障害者等が利⽤しやすい書籍等を視覚障害者が⼗分
かつ円滑に利⽤することができるようにするための取組の促進に必要な施策を講
ずるものとする。

（インターネットを利⽤したサービスの提供体制の強化）
第⼗条 国及び地⽅公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利⽤して全国各
地に存する視覚障害者等が利⽤しやすい書籍等を⼗分かつ円滑に利⽤することが
できるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとす
る。
⼀ 点字図書館等から著作権法（昭和四⼗五年法律第四⼗⼋号）第三⼗七条第⼆
項⼜は第三項本⽂の規定により製作される視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書
籍等（以下「特定電⼦書籍等」という。）であってインターネットにより送信
することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利⽤しや
すい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障
害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する⽀援

⼆ 視覚障害者等が利⽤しやすい書籍等に係るインターネットを利⽤したサービ
スの提供についての国⽴国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公⽴
図書館等、点字図書館及び特定電⼦書籍等の製作を⾏う者の間の連携の強化

（特定書籍及び特定電⼦書籍等の製作の⽀援）
第⼗⼀条 国及び地⽅公共団体は、著作権法第三⼗七条第⼀項⼜は第三項本⽂の規
定により製作される視覚障害者等が利⽤しやすい書籍（以下「特定書籍」とい
う。）及び特定電⼦書籍等の製作を⽀援するため、製作に係る基準の作成等のこ
れらの質の向上を図るための取組に対する⽀援その他の必要な施策を講ずるもの
とする。



２ 国は、特定書籍及び特定電⼦書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を⾏
う者（次条及び第⼗⼋条において「出版者」という。）からの特定書籍⼜は特定
電⼦書籍等の製作を⾏う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため
の環境の整備に必要な⽀援その他の必要な施策を講ずるものとする。

（視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書籍等の販売等の促進等）
第⼗⼆条 国は、視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書籍等の販売等が促進されるよ
う、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契
約に関する情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

２ 国は、書籍を購⼊した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係
る電磁的記録の提供を⾏うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍
に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間にお
ける検討に対する⽀援その他の必要な施策を講ずるものとする。

（外国からの視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書籍等の⼊⼿のための環境の整
備）

第⼗三条 国は、視覚障害者等が、盲⼈、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害
のある者が発⾏された著作物を利⽤する機会を促進するためのマラケシュ条約の
枠組みに基づき、視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書籍等であってインターネッ
トにより送信することができるものを外国から⼗分かつ円滑に⼊⼿することがで
きるよう、その⼊⼿に関する相談体制の整備その他のその⼊⼿のための環境の整
備について必要な施策を講ずるものとする。

（端末機器等及びこれに関する情報の⼊⼿の⽀援）
第⼗四条 国及び地⽅公共団体は、視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書籍等を利⽤
するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が⼊⼿することを⽀
援するため、必要な施策を講ずるものとする。

（情報通信技術の習得⽀援）
第⼗五条 国及び地⽅公共団体は、視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書籍等を利⽤
するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを⽀援す
るため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとす
る。

（研究開発の推進等）
第⼗六条 国は、視覚障害者等が利⽤しやすい電⼦書籍等及びこれを利⽤するため
の端末機器等について、視覚障害者等の利便性の⼀層の向上を図るため、これら
に係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策
を講ずるものとする。

（⼈材の育成等）
第⼗七条 国及び地⽅公共団体は、特定書籍及び特定電⼦書籍等の製作並びに公⽴
図書館等、国⽴国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利⽤しやすい
書籍等の円滑な利⽤のための⽀援に係る⼈材の育成、資質の向上及び確保を図る
ため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとす
る。



第四章 協議の場等

第⼗⼋条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推
進を図るため、⽂部科学省、厚⽣労働省、経済産業省、総務省その他の関係⾏政
機関の職員、国⽴国会図書館、公⽴図書館等、点字図書館、第⼗条第⼀号のネッ
トワークを運営する者、特定書籍⼜は特定電⼦書籍等の製作を⾏う者、出版者、
視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協
⼒に関し必要な措置を講ずるものとする。

附 則

この法律は、公布の⽇から施⾏する。




